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作物統計調査の改善について
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※主産県と非主産県の動向が著しく異なる品目について検証

作物統計調査の改善

本調査では、一部の作物を除き、作付面積調査及び収穫量調査に係る全国調査について、その実施間隔を空ける形
で調査周期を変更することとしており、これに伴い、全国調査実施年以外の中間年に実施する主産県調査の実施頻度
が増加することとなる。

こうした中、全国調査実施年以外は主産県調査における主産県の増減率を非主産県に当てはめて全国値を推定し、
公表することとしている。

これについては、作付面積や収穫量の増減率において、主産県と非主産県に差が生じている可能性が考えられるこ
とや、今後、主産県調査結果に基づく推定値を公表する頻度が増加することを踏まえ、推定値の精度をより一層高め
る観点から、主産県調査実施年における全国値の推定方法について検証・検討する必要がある。

対応の方向性

答申を踏まえ、全国調査を実施した品目から順
次、主産県と非主産県の作付面積と収穫量の増減
割合の比較等の検証・検討を実施する。

検証の結果、主産県と非主産県の動向が著しく
異なる品目については、非主産県の直近の公表値
及びその３年前（６年前）の非主産県計公表値を
用いて１年あたりの増減率を算出し、この増減率
を非主産県計の直近の公表値に乗ずることによる
推定を検討する。

※

諮問第93号の答申での今後の課題
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全国調査を実施した品目から順次、検証・検討を行う。

【全国調査年】
野菜・花きは平成28年、かんしょ・飼料作物の収穫量は平成29年、陸稲・かんしょ・飼料作物の面積及び果樹・茶

は平成32年、陸稲の収穫量は平成35年。

作物統計調査における平成29年度以降の全国調査年

現行← →見直し後
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

陸稲 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ○ △ △
かんしょ ◎ ○ ○ ◎ △ △ ○ △ △
飼料作物 ◎ ○ ○ ◎ △ △ ○ △ △

茶 ◎ ○ ○ △ △ △ ◎ △ △
果樹 ◎ ○ ○ △ △ △ ◎ △ △
野菜 △ △ ◎ △ △ ○ △ △ ◎
花き △ △ ◎ △ △ ◎ △ △ ○

※見直し後の１サイクル（平成29～34年）における各年の業務が平準化されるよう調整（原則として周期の短縮で対応）

※６年で１サイクルとなるため、平成35年以降については、平成29～34年と同様

凡例： ◎

○

△

面積は全国調査（果樹・

茶は、栽培面積のみ）、

収穫量は主産県調査

面積、収穫量とも全国

調査

面積、収穫量とも主産

県調査

スケジュール等
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耕地及び作物の⽣産に関する実態（注）を明らかにし、農業⾏政の基礎資料を整備することを⽬的とする。
（注)本調査の調査対象作物等は、耕地面積、水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、なたね、飼料作物、甘味資源作物、茶、果樹(15品目)、野菜(41品目)、花き等

調査の⽬的

調査の概要
 昭和22年に開始。昭和25年からは旧統計法（昭和22年法律第18号）に基づく指定統計調査として実施。その後、累次の改正を⾏い、最近では平成19年度や
28年度に、調査の簡素化・効率的実施等の観点から、整理・再編等の⾒直しを実施

①⾯積調査
(ｱ)耕地⾯積調査・・・全ての耕地
(ｲ)作付⾯積調査・・・作物によって全国の区域⼜は主産県（注）の区域

②作況調査
(ｱ)作柄概況調査・・・全国の区域
(ｲ)予想収穫量調査・・・全国の区域
(ｳ)収穫量調査・・・作物によって全国の区域⼜は主産県（注）の区域

③被害調査
(ｱ)被害応急調査・・・作物について重⼤な被害が発⽣したと認められる区域
(ｲ)共済減収調査・・・農作物、畑作物⼜は果樹共済事業を実施する都道府

県のうち、当該作物ごとに定める区域
（注)主産県とは、調査対象品⽬ごとの作付⾯積のおおむね８割を占めるまでの上位都道府県

調
査
票
及
び
調
査
事
項

①⾯積調査 12票（注）

(ｱ)耕地⾯積調査・・・⽥畑別⾯積、⽥畑別拡張及びかい廃
⾯積

(ｲ)作付⾯積調査・・・作物の種類別作付⾯積
②作況調査 20票（注）

(ｱ)作柄概況調査・・・⽔稲の時期別の作柄概況
(ｲ)予想収穫量調査・・・⽔稲の予想収穫量
(ｳ)収穫量調査・・・作物の種類別収穫量

③被害調査 ６票
(ｱ)被害応急調査・・・被害を受けた作物の災害種類別作付

⾯積及び被害量
(ｲ)共済減収調査・・・作物の種類別共済基準減収量及び

当該基準減収量に係る作付⾯積
（注）９票は、⾯積調査及び作況調査を兼ねる調査票である。

 農林⽔産省－地⽅農政局等－報告者
※調査⽅法 ⇒ 職員、調査員、郵送、オンライン

調査期⽇
及び

公表時期

①⾯積調査
調査期⽇・・・耕地⾯積調査及び⽔稲の作付⾯積調査 ⇒ ７⽉15⽇ ⽔稲以外の作付⾯積調査 ⇒ 主として当該作物の収穫期
公表時期・・・耕地⾯積調査 ⇒ 10⽉下旬 ⽔稲の作付⾯積調査 ⇒ ９⽉下旬等 ⽔稲以外の作付⾯積調査 ⇒ 当該作物の調査のおおむね２か⽉後

②作況調査
調査期⽇・・・作柄概況調査（⽔稲） ⇒ ７⽉15⽇、8⽉15⽇及び統計部⻑が定めるもみ数確定期 予想収穫量調査（⽔稲） ⇒ 10⽉15⽇

収穫量調査 ⇒ 当該作物の収穫期
公表時期・・・作柄概況調査（⽔稲） ⇒ ７⽉下旬、８⽉下旬及び９⽉下旬 予想収穫量調査（⽔稲） ⇒ 10⽉下旬

収穫量調査 ⇒ 当該作物の調査のおおむね２か⽉後
③被害調査
調査期⽇・・・被害応急調査 ⇒ 作物について重⼤な被害が発⽣したと認められるとき 共済減収調査 ⇒ 当該作物の収穫期
公表時期・・・被害応急調査 ⇒ 原則四半期及び天災融資法発動の際 共済減収調査 ⇒ 調査実施後３か⽉以内

調査の
沿⾰

調査範囲

調査組織

（参考）作物統計調査の概要
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被害調査

面積調査

作況調査

耕地面積調査

作付面積調査

作柄概況調査

予想収穫量調査

被害応急調査

共済減収調査

水稲

甘味資源作物

茶

収穫量調査

水稲以外

水稲

水稲以外

（調査の対象及び方法） （主な調査事項）作物統計調査（基幹統計調査）

耕地 全ての耕地に対する職員又は調査員による
対地標本実測調査

田畑別耕地面積、水稲作付面積

関係団体(JA等)に対する往復郵送調査及び
巡回・見積り

作物別作付面積
(畑作物、果樹、野菜、花き等)

水稲の作付けされたほ場に対する職員又は
調査員による実測調査

水稲の10a当たり収量、収穫量

関係団体(JA等)及び農林業経営体に対する
往復郵送調査

10a当たり収量、収穫量、出荷量

荒茶工場に対する往復郵送調査

精糖工場に対する往復郵送調査

摘採面積、生葉収穫量、荒茶生産量

10a当たり収量、収穫量

重大な被害が発生した土地に栽培された農
作物に対する職員による巡回・見積り

作物ごとの減収標本筆に対する職員又は調
査員による実測調査

減収量、減収面積
(水稲、畑作物、果樹)

被害面積、被害量、被害金額

特定作物統計調査（一般統計調査）

面積調査

作況調査

作付面積調査

収穫量調査

豆類、こんにゃくいも、
い

※作物統計調査（水稲以外）に準じて実施

[水稲以外の作物]
陸稲、麦類、大豆、そば、か
んしょ、なたね、飼料作物、
果樹、野菜、花き

[甘味資源作物]
てんさい、さとうきび

（参考）作物統計調査の体系
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